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令和４・５年度 松阪ワクワク定期便事業業務委託 成果水準書 

 

 

１ 業務名 

  令和４・５年度 松阪ワクワク定期便事業業務委託 

 

２ 委託期間 

  契約締結日から令和６年３月３１日まで 

 

３ 業務委託料 

成果に応じた委託料  

委託料は事業が完了し、成果に対する評価確定後に支払う。 

●成果指標（関係人口の創出） 

定期便の申込者（会員）数により評価 

１人以上２００人以下 １人当たり１，０００円 

２０１人以上４００人以下 １人当たり１，５００円 

１００人以下は、委託料支払なし 

〔成果連動支払額〕上限 ５００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

〔達成目標（会員数）〕４００人 

※会員数が達成目標を上回る場合は、成果連動支払額の満額を支払うものとする。 

 

（例）会員数が３００人の場合 

 ２００人まで     １，０００円×２００人 ＝ ２００，０００円 

２０１人～３００人  １，５００円×１００人 ＝ １５０，０００円 

２００，０００円 ＋ １５０，０００円 ＝ ３５０，０００円（委託料） 

 

４ 委託業務の目的 

松阪市を離れていても応援していただける関係人口の創出を図るととも

に、民間の創意工夫による特産品等の定期便をお届けすることで、松阪を感

じてもらうとともに地域活性化を図る。 

 

５ 委託業務の内容 

事業期間 １回目の定期便発送から最後の定期便発送まで１年間 

※１回目の定期便発送日が決まり次第、市へ報告すること。 

 

 



2 

 

定期便企画 

①定期便の内容は、松阪市内の事業者または生産者が取り扱う商品の詰め 

合わせとする。 

②定期便の運営にあたり、市と連携を図る（会員募集等）。 

 

③定期便の商品選定やＰＲツールの制作は、松阪の魅力が効果的に伝わるよ

うな構成とする。 

 

④定期便は、単なる商品の詰め合わせではなく、松阪の魅力が十分に伝わる

ような特産品の詰め合わせや、松阪を訪れたくなるような情報を加えるな

どの工夫を凝らす。 

 

⑤定期便事業にかかる経費は原則会費でまかなうものとする。  

※会費及び発送回数は指定しない。 

 

⑥会費の徴収及び会員、会費の管理。  

 ※会員登録については、市が別で使用契約しているアンケートツールサー

ビス（ＬｏＧｏフォーム）を用いること。ただし、別の登録フォームを用

いる場合は、市に相談すること。 

 

６ 業務実施上の条件 

①業務は、市との連携を密にして遂行すること。 

 

②受託者の所在地には、インターネットを利用できる環境を受託者の責任 

において整備すること。その際に必要となる費用については、受託者が負 

担すること。 

 

③委託契約金額には、業務に係る必要経費の一切を含むものとする。 

 

④本業務により生じる著作物は、市が松阪ワクワク定期便事業をＰＲ等す 

る場合において、使用できるものとする。  

 

  ⑤個人情報は、本業務委託において利用し、他の目的では利用しないこと。 

また、個人情報の取り扱いには十分注意し、必要かつ適切な措置を講じ、 

漏洩や滅失防止を周知徹底すること。 
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７ 提出を求める書類（成果品） 

定期便発送後すみやかに本業務の実施内容等を記載した報告書（様式第１

０号）及びその電子媒体を提出すること。また、配送したことが分かる送り

状等の写しを添付すること。 

 会員の情報（住所、氏名等）は市へも共有し、会員にも了承を得ることと 

する。 

 

８ 支払 

   委託料の支払いは、業務完了の確認をした後、適法な請求書を受理した日 

から３０日以内に支払う。 

 

９ その他 

   本成果水準書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、別途、協議する 

ものとする。 


